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（目的）第１条（目的） 

第１条 この規程は、公益財団法人地震予知総合研究振興会（以下「振興会」という。）定款第１６条及び

第３２条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とす

る。 

 

（原則）第１条の２（原則） 

第１条の２ この規程は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成１８年法律第４９

号。以下「認定法」という。）第５条第１３号に基づき、報酬等の支給の基準とする。 

２ この規程は、認定法第２０条第２項の規定に基づき、公表するものとする。この規程を変更したとき

も、同様とする。 

 

（定義）第２条（定義） 

第２条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

（１）役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。 

（２）常勤役員とは、役員のうち、振興会を主たる勤務場所とし、週３日以上振興会に勤務する者をいう。 

（３）非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。 

（４）報酬等とは、認定法第５条第１３号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上

の利益及び退職金であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。 

（５）費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤手当、旅費（宿泊費等を含む。）及び手数料等の

経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。 

 

（報酬等）第３条（報酬等） 

第３条 振興会は、役員等の職務遂行の対価として報酬等を支給することができる。 

２ 常勤役員の報酬は、月額とし、別表に定める常勤役員等俸給表（以下「役員俸給表」という。）の常勤

役員欄の額とする。ただし、監事を除く常勤役員については、会長が理事会の承認を経て、当該役員俸給

表に基づく額未満の額とすることができる。 

３ 非常勤役員のうち、会長、理事長、専務理事、業務執行理事及び監事（以下「会長等非常勤役員」とい

う。）の報酬は、日額とし、振興会の役員としての職務遂行に対して、１日当たり役員俸給表の会長等非

常勤役員欄の額とする。ただし、監事を除く会長等非常勤役員については、会長が理事会の承認を経て、

当該役員俸給表に基づく額未満の額とすることができる。 

４ 会長等非常勤役員を除く非常勤役員の報酬は、日額とし、理事会への出席及びその他の職務遂行に対し

て、１日当たり３０，０００円とする。 

５ 評議員の報酬は、日額とし、評議員会への出席及びその他の職務遂行に対して、１日当たり３０，００

０円とする。 

６ 非常勤役員及び評議員に対して、委員会の委員及び原稿執筆等を委嘱した場合には、当該委員会委員等

に係る謝金の支給の基準に基づき、謝金を支給することができる。また、当該謝金は、この規程に定める

職務遂行の対価としての報酬等とは明確に区分されるものとする。 

７ 常勤役員の退職に当たっては、その在職期間に応じ第６条に規定する退職金を支給する。 
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（報酬等の支払）第４条（報酬等の支払） 

第４条 役員等の報酬等は、法令等に定めるところにより、役員等の報酬等から控除すべき額を控除し、そ

の残額をもって直接役員等に支払う。 

２ 振興会は、役員等の同意がある場合には、報酬等の支払いについて当該役員等が指定する銀行その他の

金融機関の当該役員等の預金又は貯金の口座への振り込みによることができる。 

 

（報酬等の支給）第５条（報酬等の支給） 

第５条 常勤役員及び会長等非常勤役員の報酬等の支給日は、毎月２５日とする。ただし、支給日が休日に

あたるときは、繰り上げて支給する。 

２ 月の途中において新たに常勤役員に任命され、又は常勤役員が退任し、若しくは解任されたときの当該

月の報酬等は、日割で計算した額（５０銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、５０銭以上１円

未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。）を支給する。ただし、死亡によるときは、

当該月の全額を支給する。 

３ 非常勤役員（会長等非常勤役員を除く。）及び評議員の報酬等は、理事会又は評議員会への出席及びそ

の他の職務遂行の都度、速やかに支給する。ただし、必要がある場合には、出席日等の前に支給すること

ができる。 

４ 会長等非常勤役員のうち、監事については、第１項の規定にかかわらず、報酬等を理事会又は評議員会

への出席及びその他の職務遂行の都度、（必要がある場合には、出席日等の前に）支給することができ

る。 

 

（退職金）第６条（退職金） 

第６条 常勤役員が退職した場合（非常勤役員となった場合を含む。）においては、常勤役員在職期間１か

月につき、その者の退職時における月額報酬の額に１０分の１（その常勤役員在職期間に平成１２年３月

３１日以前の期間が含まれる者の平成１２年３月３１日以前の期間については、１０分の２．５）を乗じ

て得た額を支給する。ただし、監事を除く常勤役員については、会長が理事会の承認を経て、当該額未満

の額とすることができる。 

２ 常勤役員在職期間の計算は、就任の日の属する月から退職又は死亡した日の属する月までの月数によ

る。 

３ 常勤役員が任期満了の日又はその翌日に再び同一の役職の常勤役員に就任したときは、その者の退職金

の支給に関しては、引き続き在職したものとみなす。役員の任期満了の日以前において、役職を異にする

常勤役員に就任したときも同様とする。 

 

（費用）第７条（費用） 

第７条 役員等から費用について請求のあったときは遅滞なく支払うものとし、また、前払いを要するもの

は前もって支払うものとする。 

２ 常勤役員の通勤手当は、職員に準じて支給し、会長等非常勤役員には実費を支給する。 

 

（改廃）第８条（改廃） 

第８条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。 
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（その他）第９条（その他） 

第９条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別途定めるものとする。 

 

 

 

附 則 

１ この規程は、公益財団法人地震予知総合研究振興会の設立の登記の日から施行する。 

２ 役員報酬規程（２０規程第３号）、役員退職金規程（ＡＤＥＰ第１２－１６２－０２号）及び非常勤役

員並びに評議員に係る報酬及び費用弁償に関する規程（１８規程第５号）は、廃止する。 

 

附 則 

この規程は、平成２５年６月１８日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、２０２０年１２月１６日から施行する。 

 

 

 

別 表 常勤役員等俸給表 

 

常勤役員等俸給表 

（単位：円） 

区     分 常勤役員（月額） 会長等非常勤役員（日額） 

会長及び理事長 ９１０，０００ ４４，０００ 

専務理事 ８４０，０００ ４１，０００ 

業務執行理事 ７８０，０００ ３８，０００ 

監事 ７８０，０００ ３８，０００ 

 


